
 
 

「消費者の財産被害に係る行政手法研究会」について 

 

平成 23 年 10 月５日 

消 費 者 庁 

 

１ 趣旨 

  消費者庁に関係幹部を構成員（主査：消費者庁次長）とし、有識者及び関係省庁

職員をアドバイザーとする「財産の隠匿・散逸防止策及び行政による経済的不利益

賦課制度に関する検討チーム」を設け、昨年 12 月以来、計９回にわたって議論を

行い、本年 8月 18 日にその検討結果を取りまとめたところ。 

  本研究会では、上記取りまとめにおいて提示された論点について、各論点に応じ

た専門性を有する有識者等に集まっていただき、関係機関・団体等の意見も踏まえ

つつ、消費者の財産被害に係る行政手法について、今後の具体的な制度設計を進め

ていくために必要となる検討を行う。 

 

２ 検討課題 

① 財産に対する重大な被害の発生・拡大防止のための行政措置 

② 行政による経済的不利益賦課制度 

③ 財産の隠匿・散逸防止策 

 

３ 研究会の位置づけ 

 消費者庁長官の研究会として開催する。 

 

４ 構成メンバー 

  別紙のとおり（座長は消費者庁長官があらかじめ指名する。） 

 

５ 検討スケジュール 

平成23年 10月 18日に第１回を開催する。その後月１回程度の頻度で開催し、「２   

検討課題」の①～③について、順次検討を行う予定。（適宜中間取りまとめを行う

予定。） 
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「消費者の財産被害に係る行政手法研究会」委員等名簿 

 

 

（平成 24 年５月 15 日時点） 

（委員）                                      

◎小早川 光郎 成蹊大学法科大学院教授 

磯辺 浩一 特定非営利活動法人消費者機構日本 専務理事 

江野 栄 弁護士 

鹿野 菜穂子 慶應義塾大学法科大学院教授 

川出 敏裕 東京大学大学院法学政治学研究科教授 

後藤 準 全国商工会連合会 常務理事 

佐野 真理子 主婦連合会 事務局長 

島岡 聖也 株式会社東芝 法務部長 

曽和 俊文 関西学院大学司法研究科教授 

中川 丈久 神戸大学大学院法学研究科教授 

町村 泰貴 北海道大学大学院法学研究科教授 

村 千鶴子 東京経済大学現代法学部教授 

山本 和彦 一橋大学大学院法学研究科教授 

吉川 萬里子 社団法人全国消費生活相談員協会 専務理事 

 

（オブザーバー） 

小林 康彦 法務省民事局参事官 

鈴木 基代 独立行政法人国民生活センター相談情報部長 

 福田 千恵子 最高裁判所事務総局民事局第二課長 

  

                  （◎座長、座長を除き五十音順、敬称略） 
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消費者の財産被害に係る行政手法研究会 審議経過 

 

 

回数 日時 議題 

第１回 
平成23年10月18日（火） 

10：00－12：00 

 研究会の運営、今後の進め方 

 これまでの消費者庁における検討状況 

 財産に対する重大な被害の発生・拡大防止のため

の行政措置について①（消費者の財産被害の実態、

消費者安全法の体系等） 

第２回 
平成 23年 11月７日（月） 

16：00－18：00 

 財産に対する重大な被害の発生・拡大防止のため

の行政措置について② 

第３回 
平成23年11月15日（火） 

10：00－12：00 

 財産に対する重大な被害の発生・拡大防止のため

の行政措置について③ 

 振り込め詐欺救済法における口座凍結手続きにつ

いて 

第４回 
平成 23年 12月６日（火） 

10：00－12：00 

 財産に対する重大な被害の発生・拡大防止のため

の行政措置について④ 

第５回 
平成 24年２月 27日（月） 

17：00－19：00 

 行政による経済的不利益賦課制度ならびに財産の

隠匿・散逸防止策についてのこれまでの検討概要

 検討すべき課題等 

第６回 
平成 24 年４月３日（火） 

15：45～17：00 
 消費者の財産被害事案の類型化と課題等について

第７回 
平成 24年５月 15日（火） 

10：00～12：00 

 海外制度について 

 国内における消費者被害の実態について 
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